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津久見市教育委員会議事日程 

1  会  期  令和 5年 5月 25日(木) 午後 2時 00分から 

 

2  議事日程 

（1） 開 会 

(2) 議 案 

議案第 6号 津久見地区教科用図書選定委員会設置要綱の制定について …3 

 

継続協議  (平成 30年度議案第 31号)第一中学校・第二中学校 

       統合についての協議                   …4 

 

(3) 報 告 

① 4、5月の行事報告について                      …5 

② 5、6月の主な行事予定について                  …6 

 

 (4) その他 

  ① 次回の委員会開催日程について                       …6 

 

(5)  閉 会 
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(2) 議 案 

 

議案第６号 津久見地区教科用図書選定委員会設置要綱の制定について 

 

【提案理由】 

 令和６年度から津久見市立小学校で使用する教科用図書を公正かつ適正に採択する

ことを目的とした選定委員会を設置するため。 

 

 

津久見地区教科用図書選定委員会設置要綱（案） 
 

津久見市教育委員会 

（設置） 

第１条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８
２号）第１３条の規定に基づき、津久見市立小学校及び中学校（以下「学校」という。）
において使用する教科用図書の適正かつ公正な採択の確保を図るため、津久見地区教
科用図書選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 選定委員会は、教育委員会が行う教科用図書の採択に関し、必要な事項につい
て協議し、その結果を教育委員会に報告する。 

 

（組織） 

第３条 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が委嘱し、又は任

命する。 

（１）教育長                                     １人 

（２）教育委員                ４人 

（３）保護者組織代表（津久見市連合ＰＴＡ代表）  １人 

（４）校長代表                  １人 

（５）教頭代表                  １人 

（６）教育委員会の事務局の職員          ３人 

（任期） 

第４条 委員の任期は、前条の規定により委嘱又は任命された日からその日の属する年
度の８月３１日までとする。 

２ 委員が欠けた場合は、速やかに補充するものとする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 選定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、選定委員会の会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 選定委員会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。 

２ 選定委員会の会議は、会長が議長となる。 

３ 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができ
ない。 
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４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するとこ
ろによる。 

 

（調査研究員） 

第７条 選定委員会に調査研究員を置く。 

２ 調査研究員は、学校の校長及び教員の中から、教育委員会が任命する。 

３ 調査研究員は、種目毎に教科用図書を調査研究し、選定委員会へ報告する。 

４ 教科用図書の調査研究にあたっては、大分市教育委員会、由布市教育委員会及び臼
杵市教育委員会と協力して行うことができる。 

 

（庶務） 

第８条 選定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。 

 

（補足） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の事務に関して必要な事項は、教育
委員会が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年５月２５日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この告示は、令和５年８月３１日をもってその効力を失う。 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21 条第

1 項第 6 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関す

る規則（昭和 62年教育委員会規則第 4 号）第 2条第 2項第 1 号エにより議決を求め

る。 

 

令和 5年 5月 25日 

津久見市教育委員会 

教育長 平 山 正 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続協議  (平成 30年度議案第 31号)第一中学校・第二中学校統合についての協議
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（3） 報 告 

①4月、5月の行事報告について 

4月27日 木 ・つくみ港まつり実行委員会

4月28日 金 ・津久見市文化協会総会

5月3日 水
・つくみイルカ島フェスティバル（7日まで）
・春の文化祭（津久見市文化協会）

5月8日 月
・第3回校長会議
・新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付け５類感染症へ変更

5月9日 火
・津久見市教育研究協議会総会
・戸髙ベースボールクラブ西日本大会出場激励会

5月11日 木 ・春の全国交通安全運動（20日まで）

5月12日 金
・第2回教頭会議
・フッ化物洗口スタート

5月14日 日 ・第49回津久見市町内対抗ナイターソフトボール大会開始式

5月15日 月
・教育委員学校訪問
・大分県租税教育推進協議会総会

5月16日 火 ・臨時市議会

5月17日 水
・教育委員学校訪問
・第133回新設中学校統合推進会議

5月18日 木 ・教育委員学校訪問

5月19日 金 ・教育委員学校訪問

5月23日 火 ・令和5年度大分県市町村教育委員会連合会総会（九重文化センター）

5月24日 水 ・第134回新設中学校統合推進会議

5月25日 木
・教育委員会定例会
・教科用図書選定委員会
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②5月、6月の主な行事予定について 

5月26日 金 ・第1回人権・部落差別解消推進担当者会議

5月28日 日 ・津久見史談会総会・講演会

5月29日 月 ・堅徳小学校職員面接

5月30日 火
・堅徳小学校職員面接
・地域懇談会（市長部局　8月31日まで）

5月31日 水 ・第135回新設中学校統合推進会議

6月1日 木
・第4回校長会議
・租税教育協議会臼杵支部総会

6月2日 金
・第3回教頭会議
・千怒小学校職員面接

6月5日 月
・第1回就学支援委員会
・大分県危機管理研修会（大分市）

6月6日 火 ・千怒小学校職員面接

6月7日 水
・第1回社会教育委員会
・第136回新設中学校統合推進会議

6月8日 木
・青江小学校職員面接
・津久見高校地域振興協議会役員会

6月9日 金
・青江小学校職員面接
・津久見市青少年健全育成市民会議総会・講演会

6月12日 月
・市議会定例会開会
・戸髙育英会奨学生選考委員会・定時評議委員会・理事会

6月14日 水 ・第137回新設中学校統合推進会議

6月15日 木
・第1回人権教育・啓発研修会
・第1回文化財保存活用地域計画作成協議会
・第1回ICTプロジェクト会議

6月16日 金 ・津久見小学校職員面接

6月19日 月
・津久見小学校職員面接
・学校支援センター職員面接

6月20日 火 ・市議会一般質問

6月21日 水 ・市議会一般質問

6月22日 木 ・第138回新設中学校統合推進会議

6月23日 金 ・大分信用金庫100周年記念事業（新設中学校への寄附物件贈呈式）

6月26日 月 ・教育委員会定例会  
 

（４）その他 

  ①次回の委員会開催日程について 

 

（５）閉 会 


